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て
い
る
が
、
そ
の
結
果
を
待
つ

こ
と
な
く
採
決
を
強
行
し
た
。

　

マ
イ
ナ
保
険
証
を
保
持
し

な
い
人
に
は
資
格
確
認
書
を

発
行
す
る
と
し
て
い
る
が
、

本
人
申
請
が
必
要
で
あ
り
、

有
効
期
限
は
1
年
で
あ
る
。

特
養
や
老
健
施
設
等
で
は
９

割
以
上
の
施
設
が
利
用
者
・

入
居
者
の
カ
ー
ド
の
申
請
代

理
や
管
理
に
対
応
で
き
な
い

と
報
告
し
て
い
る
。
義
務
化

さ
れ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確

認
で
も
「
資
格
な
し
」
と
判

定
さ
れ
、
無
保
険
扱
い
と
な

っ
て
し
ま
う
例
が
多
数
報
告

さ
れ
て
い
る
。
マ
イ
ナ
保
険

証
は
多
数
の
無
保
険
者
を
作

り
出
し
、
国
民
皆
保
険
制
度

を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
愚
策

で
あ
る
。

全
世
代
型　
　
　
　

全
世
代
型　
　
　
　

社
会
保
障
法
案

社
会
保
障
法
案

　

健
康
保
険
法
等
複
数
の
法

案
を
無
理
や
り
ま
と
め
た
、

い
わ
ゆ
る
束
ね
法
案
で
あ
る
。

　

後
期
高
齢
者
の
４
割
に
あ

た
る
、
年
金
収
入
が
１
５
３

万
円
を
超
え
る
人
が
保
険
料

引
き
上
げ
に
な
る
。
上
限
額

は
14
万
円
増
加
し
、
年
80
万

円
と
な
る
。
窓
口
負
担
も
昨

年
引
き
上
げ
ら
れ
た
ば
か
り

で
あ
り
、
後
期
高
齢
者
に
と

っ
て
二
重
の
負
担
増
だ
。

　

出
産
一
時
金
は
こ
の
４
月
に

42
万
円
か
ら
50
万
円
に
増
額

さ
れ
た
が
、
24
年
度
か
ら
は

後
期
高
齢
者
も
財
源
を
負
担

す
る
こ
と
と
さ
れ
、
こ
れ
も

高
齢
者
の
負
担
増
に
繋
が
る
。

　

か
か
り
つ
け
医
に
つ
い
て

は
、
様
々
な
議
論
の
末
「
か

か
り
つ
け
医
機
能
報
告
制
度

創
設
」
と
い
う
形
で
決
着
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
登
録

制
・
人
頭
払
い
や
開
業
規
制

は
否
定
さ
れ
た
と
み
る
向
き

も
あ
る
が
、
今
後
の
動
向
に

注
意
を
要
す
る
。

国
会
閉
会
後
の
運
動

国
会
閉
会
後
の
運
動

　

骨
太
の
方
針
２
０
２
３
の

骨
子
案
が
６
月
中
に
閣
議
決

定
の
予
定
と
な
っ
て
い
る
。

医
療
・
社
会
保
障
関
連
で
は

新
型
コ
ロ
ナ
関
連
は
項
目
が

消
失
し
、
少
子
化
対
策
と
持

続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の

構
築
が
盛
り
込
ま
れ
る
。
少

子
化
対
策
の
児
童
手
当
拡
充

に
は
社
会
保
険
料
の
上
乗
せ

で
対
応
す
る
予
定
で
、
政
府

は
歳
出
改
革
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト

は
社
会
保
障
分
野
と
明
言
し

て
い
る
。

　

衆
院
解
散
も
取
沙
汰
さ
れ

る
中
、
本
会
は
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
法
等
一
部
改
正
法
案
の
成

立
に
厳
重
に
抗
議
す
る
と
と

も
に
、
健
康
保
険
証
の
廃
止

撤
回
を
求
め
る
た
め
の
声
明

を
発
表
し
た
。
今
後
も
マ
イ

ナ
保
険
証
の
実
施
に
歯
止
め

を
か
け
、
医
療
改
善
へ
の
取

組
み
を
進
め
て
い
く
。

　

マ
イ
ナ
保
険
証
の
様
々
な

問
題
点
に
関
し
、
北
海
道
新

聞
（
６
月
３
日
付 

朝
刊
）
に

本
会
橋
本
会
長
と
山
口
日
高

支
部
長
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記

事
が
掲
載
さ
れ
た
。

　

取
材
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
巡
っ
て
ト
ラ
ブ
ル

が
相
次
い
で
報
告
さ
れ
て
い

る
中
で
政
府
の
健
康
保
険
証

廃
止
法
案
が
成
立
す
る
こ
と

を
受
け
、
道
内
医
療
現
場
の

声
を
聞
き
取
り
調
査
し
た
も

の
。

　

橋
本
会
長
は
取
材
の
中
で

「
寝
た
き
り
や
認
知
症
の
人

の
申
請
や
利
用
を
ど
う
す
る

か
な
ど
課
題
が
残
っ
て
い

る
」
と
指
摘
。「
全
国
で
ト

ラ
ブ
ル
が
相
次
ぎ
、
対
応
も

追
い
つ
か
な
い
中
、
一
本
化

を
決
め
た
の
は
明
ら
か
に
拙

速
だ
」
と
批
判
し
た
。
ま
た

自
院
で
マ
イ
ナ
保
険
証
の
カ

ー
ド
リ
ー
ダ
ー
を
導
入
し
て

い
る
山
口
日
高
支
部
長
は

「
マ
イ
ナ
保
険
証
の
ト
ラ
ブ

ル
が
相
次
い
で
お
り
、
普
及

は
絵
に
描
い
た
餅
に
な
る
の

で
は
な
い
か
」と
指
摘
し
た
。

　

本
会
は
今
後
も
マ
イ
ナ
保

険
証
の
問
題
を
注
視
し
、
マ

ス
メ
デ
ィ
ア
等
に
問
題
点
を

訴
え
て
い
く
。

　

通
常
国
会
は
６
月
21
日
に

閉
会
と
な
る
が
、
医
療
・
社

会
保
障
に
関
す
る
改
悪
法
が

多
数
成
立
し
た
表
。
今
後
、

こ
れ
ら
の
施
行
前
の
改
善
や

廃
止
に
向
け
た
取
り
組
み
が

重
要
だ
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー　
　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー　
　

制
度
関
連
法
案

制
度
関
連
法
案

　

連
日
の
よ
う
に
全
国
で
マ

イ
ナ
カ
ー
ド（
以
下
カ
ー
ド
）

の
登
録
ト
ラ
ブ
ル
が
相
次
い

で
報
告
さ
れ
、
制
度
の
信
頼

性
の
根
幹
が
揺
ら
い
で
い
る
。

カ
ー
ド
と
健
康
保
険
証
や
公

金
受
け
取
り
口
座
と
の
紐
づ

け
の
誤
登
録
、
マ
イ
ナ
ポ
イ

ン
ト
が
他
人
に
付
与
さ
れ
る

等
が
多
数
例
発
生
し
、
マ
イ

ナ
ポ
ー
タ
ル
で
他
人
の
健

康
・
医
療
情
報
が
閲
覧
さ
れ

る
状
況
も
生
じ
た
。
こ
う
し

た
一
連
の
報
道
を
受
け
て
政

府
は
自
治
体
や
保
険
者
、
金

融
機
関
等
に
調
査
を
依
頼
し

法　　案 主な項目の概要

①�マイナンバー制度関連法

1)��健康保険証の廃止・マイナンバーカードと一体化
2)��利用範囲の拡大：いくつかの国家資格や自動車登録事務
3)��法律で認められている事務以外でもマイナンバーの利用可
4)��公金受け取り口座との紐付け。同意はオプトアウト方式（※）

②�全世代型社会保障法

1)��後期高齢者の保険料負担増加（4割が該当）
2)��出産育児一時金支給引き上げ。後期高齢者医療制度からの支援金導入
3)�都道府県医療費適正化計画の強化
4)�かかりつけ医機能報告制度の創設

③�改正次世代医療基盤整備法 利活用する患者データを「匿名加工」から、情報保護基準が低い「仮名加工」
に変更

④�改正内閣法・新型インフル
特措法 感染症対策の司令塔となる「感染危機管理統括庁」を内閣に設置

 表  通常国会で成立した主な医療、社会保障関連の法案

※　オプトアウト方式：本人から不同意表明がない限り、同意とみなす

　
「
異
次
元
の
少
子
化
対
策
」

の
財
源
確
保
策
が
議
論
さ
れ

て
い
る
。
政
府
は
必
要
と
な

る
年
約
３
・
５
兆
円
の
財
源

を
社
会
保
険
料
へ
の
上
乗
せ

や
社
会
保
障
費
の
歳
出
削
減

を
中
心
に
捻
出
す
る
方
針
だ

▼
社
会
保
険
料
へ
の
上
乗
せ

は
高
齢
者
の
た
め
の
年
金
や

医
療
な
ど
の
保
険
料
を
少
子

化
に
使
う
目
的
外
流
用
で
あ

り
、
ま
た
上
乗
せ
は
隠
れ
増

税
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

社
会
保
障
費
の
削
減
は
本
末

転
倒
だ
。
社
会
保
障
費
は
す

で
に
削
減
さ
れ
て
お
り
、
も

は
や
限
界
で
あ
る
。
医
療
・

介
護
の
崩
壊
が
危
惧
さ
れ
、

年
金
の
目
減
り
は
高
齢
者
の

死
活
問
題
だ
▼
改
正
健
保
法

が
成
立
し
、
75
歳
以
上
の
医

療
保
険
料
が
引
き
上
げ
ら
れ
、

一
部
が
少
子
化
対
策
の
財
源

に
充
て
ら
れ
る
。
国
の
財
政

責
任
を
高
齢
者
に
転
嫁
す
る

政
策
は
許
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
▼
同
じ
国
家
の
有
事
で

あ
る
防
衛
費
は
５
年
間
43
兆

円
の
大
幅
増
額
を
易
々
と
決

め
た
の
に
少
子
化
対
策
の
財

源
に
は
な
ぜ
難
渋
す
る
の
か
、

本
気
度
が
問
わ
れ
る
。
財
源

は
徹
底
し
た
社
会
保
障
分
野

を
除
く
歳
出
改
革
や
大
企
業

の
優
遇
税
制
な
ど
不
公
平
税

制
の
是
正
等
で
捻
出
し
、
国

民
に
対
し
安
易
に
追
加
負
担

を
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
。

ま
し
て
社
会
保
障
分
野
で
の

上
乗
せ
や
歳
出
削
減
は
断
じ

て
容
認
で
き
な
い
。 

（
隆
）

　
６
月
２
日
、
参
院
本
会
議
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
改
正
案
が
可
決
成
立
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
24
年
秋
に
現
行
の
健
康
保
険
証
は
廃
止
さ
れ
、マ
イ
ナ
カ
ー
ド
に
一

体
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
マ
イ
ナ
カ
ー
ド
に
よ
る
無
数
の
ト
ラ
ブ
ル
が
続
く

中
、
国
民
と
医
療
機
関
に
重
大
な
負
担
を
押
し
付
け
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

保
険
証
廃
止
法
案
強
行
に
抗
議
す
る

保
険
証
廃
止
法
案
強
行
に
抗
議
す
る

他
の
医
療
改
悪
法
案
も
多
数
成
立

他
の
医
療
改
悪
法
案
も
多
数
成
立

道新に本会の取材記事を掲載
マイナ保険証の問題を指摘

声声  明明  
2023年 6月 9日 

一般社団法人北海道保険医会 
会長 橋本 透 

 

トラブル相次ぐ中のマイナ関連法案成立に抗議 
健康保険証廃止の撤回を求める 

 
 健康保険証の廃止を含めた「マイナンバー法等一部改正法案」が６月２日、

参議院本会議にて賛成多数で可決・成立した。 
 この法案の審議入り後、「公金受取口座の誤登録」「健康保険証の情報の紐付

け誤り」「マイナポイントの誤紐付け」「コンビニ交付サービスによる誤交付」

など深刻な事故が次々と明るみとなった。しかも一部について厚労省は２月の

専門会議で把握するも、対策を講ずることはなく放置していた。 
 医療においては、制度の前提となるオンライン資格確認システムで、機械の

導入・動作に多くの不具合が報告されている。本会も参加した全国の保険医協

会の調査により、オンラインで保険証を確認するシステムを運用している医療

機関 2385 カ所のうち、約 6 割で「他人の情報が紐付けられていた」などのト
ラブルが発生している（2023 年 5 月末時点）。従来の保険証を持たず、マイナ
ンバーカードのみで受診した患者が、誤登録により10割全額負担となった事例
も散見された。 
 政府は保険証の廃止を強引に進めるが、トラブルを未然に防ぐ仕組みづくり

を棚上げし、登録者本人に責任を押し付けるような姿勢を示している。 
 また改正法は保険者がすべての被保険者に被保険者証（健康保険証）を発

行・交付する「義務」から「申請」主義に転換するもので、医療現場そして国

民に大きな不利益をもたらし、国民皆保険制度を崩壊させかねない。 
 以上のことから、本会はマイナンバー法等一部改正法案の成立に厳重に抗議

するとともに、健康保険証の廃止撤回を求める。 
 

 

連絡先 一般社団法人北海道保険医会 政策部 

 〒060-0042 札幌市中央区大通西 6丁目 6 

 TEL 011-231-6281 FAX 011-231-6283 
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新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
が

発
生
し
て
４
年
目
に
な
る
。

こ
の
間
ワ
ク
チ
ン
接
種
と

発
熱
患
者
の
診
療
に
際
し

て
こ
れ
ま
で
に
な
く「
か
か

り
つ
け
医
」
が
注
目
さ
れ

た
。
そ
し
て
「
身
近
な
地

域
に
お
け
る
日
常
的
な
医

療
の
提
供
や
健
康
管
理
に

関
す
る
相
談
等
を
行
う
医

療
機
関
の
機
能
」
と
い
う

あ
い
ま
い
な
定
義
で
あ
る

が
、「
か
か
り
つ
け
医
」
が

医
療
法
に
法
制
化
さ
れ
た
。

　

加
え
て
５
項
目
か
ら
な

る
「
か
か
り
つ
け
医
」
機

能
と
い
う
も
の
も
示
さ
れ

た
。
内
容
は
⑴
日
常
的
に

高
い
頻
度
で
発
生
す
る
疾

患
・
症
状
に
つ
い
て
幅
広

く
対
応
す
る
機
能
⑵
休

日
・
夜
間
の
対
応
を
す
る

機
能
⑶
他
の
医
療
機
関
へ

の
紹
介
・
逆
紹
介
、
入
退

院
時
の
支
援
を
す
る
機
能

⑷
在
宅
医
療
の
機
能
⑸
介

護
施
設
等
と
の
連
携
を
す

る
機
能
︱
の
５
機
能
で
あ

る
。
さ
ら
に
⑵
~
⑸
の
機

能
に
つ
い
て
は
「
か
か
り

つ
け
医
」
機
能
を
担
う
医

療
機
関
に
お
い
て
、
ど
の

機
能
が
あ
る
か
個
別
に
公

表
す
る
制
度
を
目
指
し
て

い
る
よ
う
だ
。

　

医
療
機
関
の
少
な
い
地

域
で
は
主
治
医
が
す
で
に

「
か
か
り
つ
け
医
」と
し
て

機
能
し
て
い
る
。
そ
れ
に

比
べ
て
医
療
機
関
の
多
い

地
域
で
は
診
療
科
ご
と
に

主
治
医
が
お
り
、
患
者
は

通
院
し
て
い
る
す
べ
て
の

医
療
機
関
の
医
師
を
「
か

か
り
つ
け
医
」
と
思
っ
て

い
る
よ
う
だ
。
す
で
に
患

者
の
認
識
と
医
療
機
関
そ

し
て
行
政
の
認
識
に
相
当

の
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
。

「
か
か
り
つ
け
医
」制
度
が

実
際
に
動
き
出
せ
ば
、
各

科
間
の
さ
ら
に
密
な
連
携

が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

患
者
登
録
の
問
題
も
大

き
い
。
過
去
に
は
患
者
登

録
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き

ず
に
平
成
16
年
に
突
然
廃

止
さ
れ
た
老
人
慢
性
疾
患

外
来
総
合
診
療
料
の
例
が

あ
る
。
平
成
26
年
か
ら
地

域
包
括
診
療
加
算
・
診
療

料
と
し
て
一
部
の
医
療
機

関
で
患
者
登
録
は
復
活
し

て
い
る
よ
う
だ
が
指
定
の

取
得
や
継
続
維
持
の
条
件

が
難
し
く
あ
ま
り
広
ま
っ

て
い
な
い
。
そ
れ
に
普
段

通
院
治
療
を
要
し
な
い
人

の
登
録
は
ど
う
す
る
の
か

と
い
う
問
題
も
あ
る
。

　

さ
ら
に
休
日
・
夜
間
に

対
応
す
る
機
能
と
在
宅
医

療
の
機
能
も
求
め
ら
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
暗
に

医
療
機
関
へ
24
時
間
対
応

を
も
求
め
て
い
る
よ
う
だ
。

　

急
速
に
進
ん
で
い
る

「
か
か
り
つ
け
医
」制
度
で

あ
る
が
特
に「
患
者
登
録
」

と
「
24
時
間
対
応
」
に
つ

い
て
今
後
ど
う
な
る
の
か

注
視
が
必
要
で
あ
る
。

「
か
か
り
つ
け
医
」制
度
の

問
題
点
を
考
え
る
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2000 2005 2010 2015 2019

（兆円）

（年度）

公費

19兆円

名目GDP
（2000年度＝100、右軸）

13兆円

23兆円

32兆円

104

医療・介護
給付費用
30兆円

保険料等
診療報酬・介護報酬
１％の引上げで
約3,000億円増加医療 27兆円

介護 3.3兆円

医療・介護
給付費用
51兆円
医療41兆円
介護11兆円

100

利用者負担を含めて
費用全体 60兆円※
×プラス1％＝約6,000億円
約半分が保険料
※2022年度予算ベースの
　国民医療費、介護費用

現役並み所得者

一定以上所得者

それ以外

負
担
割
合

現役並み所得者

一定以上所得者

それ以外

介護保険の利用者負担

２割

１割１割

２割

３割

２割

１割 １割

２割 ３割

（所得上位30％）

（所得上位20％）

○後期高齢者医療制度における２割負担の導入（所得上位30％）を受けて、介護保険の利用者負担（２割負担）（現行：所得上位20％）の拡大
について、ただちに結論を出す必要。
○さらに、利用者負担を原則２割とすることや、現役世代並み所得（３割）等の判断基準を見直すことについても検討していくべきである。

2000年4月

2001年1月 2002年10月 2006年1月 2008年4月 2014年4月 2022年10月

2015年8月 2018年8月

（参考）医療保険の患者負担（70歳以上の高齢者）

（特例措置で2014.3まで1割）
70～74歳 2割

75歳以上 1割 2割

１割

（新たに70歳になる者から段階的に2割）
（2014.3末までに70歳に達している者は1割）

（制度設立当初）

（所得上位20％）

（特に所得が高い者）

 図1  医療・介護の給付費用の効率化の必要性（厚労省資料より一部改変）

 図2  介護保険の利用者負担の見直し（厚労省資料より）

診
療
報
酬
引
き
上
げ
に

診
療
報
酬
引
き
上
げ
に

は
慎
重
な
姿
勢

は
慎
重
な
姿
勢

　

財
務
省
は
２
０
２
４
年
度

の
診
療
報
酬
と
介
護
報
酬
等

の
同
時
改
定
に
つ
い
て
、
仮

に
１
％
引
き
上
げ
た
場
合
の

保
険
料
・
公
費
負
担
増
分
を

試
算
し
た
図
１
。
そ
の
上
で

コ
ロ
ナ
を
理
由
に
支
出
し
た

補
助
金
を
引
き
合
い
に
出
し

①
過
去
３
年
間
の
病
床
確
保

料
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
支
援
で

５
兆
円
支
出
②
病
院
で
は
補

助
金
に
よ
り
、
20
~
21
年
度

に
か
け
て
純
資
産
が
事
業
費

用
の
５
％
相
当
の
規
模
で
増

加
し
た
︱
と
指
摘
。「
医
療
機

関
・
介
護
施
設
の
財
政
状
況

を
見
な
が
ら
、
引
き
上
げ
の

必
要
性
に
つ
い
て
慎
重
に
議

論
を
行
う
べ
き
」
と
主
張
し

た
。
ま
た
、
診
療
報
酬
上
の

措
置
を
含
む
コ
ロ
ナ
特
例
の

早
急
な
解
消
を
要
請
す
る
と

と
も
に
、「
賃
金
・
物
価
高
へ

の
対
応
に
お
い
て
は
、
こ
う

し
た
資
産
を
活
用
し
て
い
く

べ
き
だ
」
と
の
見
解
を
示
し

て
い
る
。

　

財
務
省
の
肝
い
り
で
導
入

さ
れ
た
「
リ
フ
ィ
ル
処
方
」

に
つ
い
て
も
触
れ
、
当
初
の

医
療
費
削
減
目
標
の
10
％
に

と
ど
ま
る
見
込
み
で
あ
る
こ

と
か
ら
、「
薬
剤
師
が
リ
フ
ィ

ル
処
方
箋
へ
の
切
替
を
処
方

医
に
提
案
す
る
仕
組
み
の
評

価
」、「
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
は
薬

剤
師
の
判
断
で
リ
フ
ィ
ル
処

方
箋
に
切
り
替
え
る
こ
と
を

認
め
る
」
こ
と
な
ど
を
求
め

て
い
る
。
さ
ら
に
医
療
費
適

正
化
の
効
果
が
未
達
成
な
場

合
、「
年
末
の
診
療
報
酬
改
定

に
お
い
て
、
そ
の
分
を
差
し

　
財
務
省
の
財
政
制
度
等
審
議
会
は
５
月
25
日
、﹁
骨
太
の
方
針
２
０
２
３
﹂を
視

野
に
入
れ
た
﹁
春
の
建
議
﹂
を
公
表
し
た
。
来
年
に
迫
る
診
療
報
酬
・
介
護
報
酬

等
の
改
定
に
つ
い
て
は
報
酬
の
引
き
上
げ
を
﹁
慎
重
に
議
論
す
べ
き
﹂
と
主
張
。

一
方
で
、
リ
フ
ィ
ル
処
方
の
促
進
、
医
療
給
付
費
抑
制
の
た
め
に
か
か
り
つ
け
医

の
認
定
制
度
の
創
設
や
、
診
療
所
の
新
規
開
業
規
制
な
ど
を
提
言
し
て
い
る
。

財
政
審
財
政
審 

引
き
上
げ
は「
慎
重
な
議
論
を
」

引
き
上
げ
は「
慎
重
な
議
論
を
」

―
来
年
の
同
時
改
定
に
向
け

解　説

引
く
」よ
う
主
張
し
て
い
る
。

「「
か
か
り
つ
け
医

か
か
り
つ
け
医
」」の　の　

法
整
備

法
整
備

　

医
療
に
つ
い
て
は
、
か
か

り
つ
け
医
の
認
定
制
度
や
、

患
者
が
か
か
り
つ
け
医
と
自

身
の
医
療
情
報
を
事
前
登
録

す
る
仕
組
み
の
導
入
な
ど
を

提
言
。
外
来
に
お
け
る
医
療

機
能
の
分
化
と
連
携
を
推
進

す
る
た
め
に
、
か
か
り
つ
け

医
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
制
度

の
整
備
が
不
可
欠
で
あ
る
と

強
調
し
た
。

　

具
体
策
で
は
、
休
日
・
夜

間
も
患
者
に
対
応
で
き
る
体

制
の
構
築
や
在
宅
医
療
の
推

進
と
い
っ
た
、
か
か
り
つ
け

医
機
能
の
要
件
を
法
制
上
明

確
化
し
た
上
で
、
要
件
を
満

た
す
医
療
機
関
を
認
定
す
る

仕
組
み
づ
く
り
を
求
め
た
。

　

ま
た
、
患
者
が
認
定
か
か

り
つ
け
医
と
自
身
の
医
療
情

報
を
事
前
登
録
す
る
仕
組
み

の
導
入
も
提
言
。
事
前
登
録

を
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
認
定
か
か
り
つ
け
医

を
受
診
し
た
場
合
に
は
、
患

者
か
ら
選
定
療
養
と
し
て
定

額
負
担
金
を
徴
収
す
る
こ
と

も
併
せ
て
検
討
す
べ
き
と
し

た
。

て
も
項
目
を
割
き
、
医
療
提

供
体
制
の
あ
り
方
で
は
、
大

都
市
部
に
集
中
す
る
診
療
所

の
偏
在
を
解
消
す
る
必
要
性

を
強
調
。

　

外
来
医
師
多
数
区
域
に
つ

い
て
は
現
在
、
新
規
開
業
希

望
者
に
対
し
て
地
域
に
不
足

す
る
医
療
機
能
を
担
う
よ
う

要
請
で
き
る
仕
組
み
が
あ
る

が
、
建
議
で
は
「
も
う
一
歩

踏
み
込
ん
だ
規
制
が
必
要
」

と
し
、
診
療
科
別
、
地
域
別

の
定
員
を
設
け
て
い
る
ド
イ

ツ
・
フ
ラ
ン
ス
も
参
考
に
、

開
業
規
制
の
導
入
に
つ
い
て

の
検
討
を
促
し
た
。

　

入
院
医
療
で
は
、
地
域
医

療
構
想
の
目
標
年
に
あ
た
る

25
年
の
医
療
機
能
別
病
床
数

に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い

る
。
病
床
機
能
報
告
に
基
づ

く
見
込
数
を
医
療
需
要
か
ら

推
計
し
た
必
要
量
と
比
べ
る

と
、急
性
期
は
多
い
一
方
で
、

回
復
期
は
少
な
い
こ
と
を
問

題
視
。
さ
ら
に
急
性
期
の
見

込
病
床
数
の
ほ
と
ん
ど
を
診

療
報
酬
設
定
が
最
も
高
い

「
急
性
期
一
般
入
院
料
１
」が

占
め
る
点
に
も
疑
義
を
示
し

た
。
地
域
医
療
構
想
の
推
進

や
医
療
費
抑
制
の
観
点
か
ら

「
７
対
１
と
い
っ
た
看
護
配

置
に
過
度
に
依
存
し
た
診
療

報
酬
体
系
か
ら
、
患
者
の
重

症
度
、
救
急
受
入
れ
、
手
術

と
い
っ
た
﹃
実
績
﹄
を
よ
り

反
映
し
た
体
系
に
転
換
し
て

い
く
べ
き
」、「
看
護
配
置
を

要
件
と
す
る
急
性
期
入
院
料

は
廃
止
を
検
討
す
べ
き
」
な

ど
と
提
言
し
た
。

介
護
の
２
割
負
担
拡
大

介
護
の
２
割
負
担
拡
大

　

介
護
分
野
で
は
、
給
付
と

負
担
の
在
り
方
へ
の
提
言
も

建
議
に
盛
り
込
ん
だ
。
所
得

上
位
者
を
対
象
と
し
た
介
護

保
険
の
２
割
負
担
に
つ
い
て

は
範
囲
拡
大
を
求
め
「
直
ち

に
結
論
を
出
す
必
要
が
あ
る
」

と
主
張
。
先
を
見
据
え
た
課

題
と
し
て
、
原
則
２
割
負
担

へ
の
移
行
や
、
現
在
３
割
負

担
と
な
っ
て
い
る
現
役
並
み

所
得
の
判
断
基
準
見
直
し
も

挙
げ
た
図
２
。
負
担
能
力
の

判
断
に
当
た
っ
て
は
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
を
活
用
し
、
保
有

資
産
・
金
融
所
得
を
勘
案
す

る
こ
と
も
検
討
す
べ
き
と
提

言
し
た
。併
せ
て
要
介
護
１
・

２
の
利
用
者
へ
の
訪
問
介

護
・
通
所
介
護
を
多
様
な
主

体
で
提
供
可
能
と
す
る
こ
と

や
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
へ

の
利
用
者
負
担
導
入
な
ど
も

提
案
し
て
い
る
。

◇　
　

◇　
　

◇

　

継
続
的
な
医
療
費
抑
制
策

に
よ
り
、
医
療
機
関
の
多
く

は
必
要
な
資
力
も
な
い
過
酷

な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。３

年
に
及
ぶ
コ
ロ
ナ
禍
で
は
、受

診
患
者
の
減
少
が
医
業
経
営

を
直
撃
し
、
感
染
対
策
な
ど

の
対
応
に
よ
っ
て
現
場
は
疲

弊
し
て
き
た
。
医
療
機
関
の

た
ゆ
ま
ぬ
努
力
と
、
補
助
金

や
診
療
報
酬
等
の
特
例
措
置

に
よ
っ
て
ど
う
に
か
医
業
経

営
を
維
持
し
診
療
を
継
続
し

て
き
た
に
す
ぎ
な
い
。
財
務

省
の
主
張
す
る
、
補
助
金
を

用
い
て「
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
の

高
騰
と
、
人
件
費
の
上
昇
な

ど
に
対
応
せ
よ
」
は
到
底
認

め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

診
療
所
の
偏
在
解
消

診
療
所
の
偏
在
解
消

　

医
療
機
関
の
偏
在
に
つ
い
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６
月
８
日
、札
幌
支
部（
長

野
支
部
長
）
は
、
書
面
決
議

で
定
時
総
会
を
開
催
し
た
。

　

長
野
支
部
長
は
冒
頭
挨
拶

で
「
５
月
８
日
で
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
分
類

が
５
類
に
移
行
し
た
も
の
の
、

医
療
機
関
で
は
依
然
と
し
て

感
染
対
策
が
求
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
今
回
は
書
面

議
決
と
な
っ
て
い
る
」
と
述

べ
、
ま
た
「
各
種
行
事
は
コ

ロ
ナ
前
の
よ
う
に
活
発
に
行

っ
て
い
き
た
い
」と
話
し
た
。

　

続
い
て
、
委
任
状
兼
書
面

表
決
書
の
集
約
状
況
な
ど
が

確
認
さ
れ
た
後
、
総
会
成
立

宣
言
が
行
わ
れ
た
。

　

長
野
支
部
長
よ
り
２
０
２

２
年
度
の
支
部
活
動
報
告
が

あ
り
、
昨
年
ご
逝
去
さ
れ
た

11
名
の
物
故
会
員
へ
の
黙
祷

が
行
わ
れ
た
。
議
案
審
議
で

は
「
２
０
２
２
年
度
決
算
・

予
算
案
」「
役
員
改
選
」
の
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
賛
成
多
数

で
議
決
。
任
期
満
了
に
伴
う

役
員
改
選
で
は
、
５
期
目
と

な
る
長
野
支
部
長
を
は
じ
め

と
す
る
支
部
役
員
が
選
出
さ

れ
た
（
左
記
参
照
）。

監
査
報
告
」「
２
０
２
３
年
度

活
動
方
針
」「
２
０
２
３
年
度

私
は
、
極
度
の
猫
ア
レ
ル

ギ
ー
で
ア
レ
ル
ゲ
ン
テ
ス
ト

は
Ｍ
Ａ
Ｘ
で
す
、
実
家
に
、

８
匹
の
猫
が
い
て
、
実
家
を

訪
れ
る
と
15
分
で
、
眼
、
鼻

か
ら
水
が
あ
ふ
れ
1
時
間
で

呼
吸
苦
が
出
ま
す
、
法
事
の

時
は
鼻
水
涙
ま
み
れ
に
な
り
、

ご
住
職
や
親
戚
の
方
よ
り
、

「
親
思
い
で
す
ね
」と
勘
違
い

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

我
が
家
で
は
、
４
年
前
に

シ
ェ
ル
テ
ィ
ー
犬
が
心
臓
病

で
亡
く
な
り
、
妻
と
ペ
ッ
ト

ロ
ス
の
状
態
が
続
い
て
い
ま

し
た
。
そ
ん
な
あ
る
日
、
妻

が
突
然
、「
猫
が
飼
い
た
い
、

猫
は
散
歩
に
連
れ
て
行
か
な

く
て
も
い
い
か
ら
楽
だ
よ
」

と
言
っ
て
き
ま
し
た
が
当
然

私
の
返
事
は
、即
刻「
Ｎ
ｏ
！
」、

翌
日
よ
り
口
を
聞
い
て
も
ら

え
な
い
状
態
が
、
２
週
間
続

き
ま
し
た
。
仕
方
な
く
見
る

だ
け
だ
よ
と
話
し
、
ペ
ッ
ト

シ
ョ
ッ
プ
で
鼻
た
ら
し
た
ら

諦
め
る
だ
ろ
う
と
思
い
、
妻

の
勧
め
る
ペ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ

に
行
き
ま
し
た
と
こ
ろ
、
店

員
さ
ん
が
「
こ
の
子
可
愛
い

で
し
ょ
う
、
抱
っ
こ
し
ま
す

か
？
」
と
一
匹
の
子
猫
を
ケ

ー
ジ
か
ら
出
し
て
き
ま
し
た
、

一
度
は
断
り
ま
し
た
が
、
子

猫
を
抱
っ
こ
す
る
と
店
員
さ

ん
が
「
よ
か
っ
た
ね
、
や
っ

と
パ
パ
さ
ん
に
会
え
た
ね
」

の
一
言
の
後
「
奥
様
に
手
付

け
金
を
頂
い
て
い
ま
し
た
の

で
、
今
日
連
れ
て
い
か
れ
ま

す
ね
？
」、「
え
っ
？
」
私
は

嵌
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
気

づ
き
ま
し
た
、
店
先
で
喧
嘩

す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
泣
く

泣
く
自
宅
に
連
れ
て
帰
り
、

妻
へ
は
毎
日
掃
除
機
を
か
け

る
こ
と
、
空
気
清
浄
機
を
買

う
こ
と
、
私
は
猫
の
世
話
は

し
な
い
こ
と
を
約
束
さ
せ
ま

し
た
（
守
ら
れ
て
い
ま
せ
ん

が
・
・
・
）。

　

我
が
家
の
家
族
に
な
り
ま

し
た
が
、
と
て
も
可
愛
い
で

す
、
帰
る
と
階
段
下
ま
で
降

り
て
き
て
、
抱
っ
こ
し
ろ
と

言
い
ま
す
、
抱
っ
こ
し
な
い

と
足
を
か
じ
ら
れ
ま
す
、
か

く
れ
ん
ぼ
が
好
き
で
相
手
を

し
な
い
と
背
中
で
爪
と
ぎ
を

さ
れ
ま
す
。
案
の
定
、
私
は

喘
息
発
作
、
結
膜
炎
、
鼻
炎

も
出
て
、フ
ル
タ
イ
ド
吸
入
、

オ
ノ
ン
、
ア
レ
グ
ラ
、
ア
レ

ジ
オ
ン
点
眼
、
ア
ラ
ミ
ス
ト

点
鼻
、
鼻
洗
い
を
常
用
す
る

毎
日
、
猫
の
ア
レ
ル
ゲ
ン
を

抑
え
る
キ
ャ
ッ
ト
フ
ー
ド
を

も
与
え
て
い
ま
す
が
、
私
の

Ｉ
ｇ
Ｅ
は
３
０
０
０
越
え
、

猫
飼
っ
ち
ゃ
い
ま
し
た

猫
飼
っ
ち
ゃ
い
ま
し
た

札
幌
支
部　
札
幌
し
ら
か
ば
台
篠
路
病
院

伴　
　
紀
宏

好
酸
球
20
と
命
が
け
で
す
。

朝
起
き
る
と
、
今
日
も
私
の

枕
も
と
で
、
猫
の
小
鉄
が
寝

て
い
ま
す
。
鼻
水
、
涙
が
と

ま
り
ま
せ
ん
、
誰
か
助
け
て

く
だ
さ
い
「
ニ
ャ
ー
」。

ペ
ー
パ
ー
フ
ィ
ル
タ
ー
用
に

挽
い
て
も
ら
っ
た
コ
ー
ヒ
ー

を
飲
む
よ
う
に
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
当
時
お
気
に
入

り
だ
っ
た
ポ
エ
ム
と
い
う
喫

茶
店
の
味
に
は
遠
く
及
ば
ず
、

美
味
し
い
コ
ー
ヒ
ー
を
研
究

す
る
た
め
に
、
喫
茶
店
の
ウ

エ
イ
タ
ー
を
し
た
こ
と
も
あ

っ
た
。

　

そ
れ
以
降
、
試
行
錯
誤
を

繰
り
返
し
、
ド
リ
ッ
パ
ー
を

変
え
た
り
、
お
湯
の
温
度
を

変
え
た
り
、
蒸
ら
す
時
間
に

こ
だ
わ
っ
た
り
色
々
試
し
た

の
だ
っ
た
。

　

そ
ん
な
折
、
答
え
は
偶
然

見
つ
か
っ
た
。

　

そ
れ
は
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
の

中
に
あ
っ
た
。

　

結
論
か
ら
言
う
と
、
そ
の

コ
ー
ヒ
ー
の
淹
れ
方
と
は
、冷

凍
庫
で
保
存
し
た
豆
を
、
飲

む
分
だ
け
毎
回
コ
ー
ヒ
ー
ミ

ル
で
挽
い
て
入
れ
る
に
限
る

と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
ま
た
、

コ
ー
ヒ
ー
ミ
ル
に
も
挽
く
機

構
が
３
タ
イ
プ
あ
り
、
臼
式

が
一
番
だ
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

今
の
私
は
、
タ
イ
ム
モ
ア

と
い
う
コ
ー
ヒ
ー
ミ
ル
で
挽

い
た
豆
を
、
ハ
リ
オ
Ⅴ
60
で

淹
れ
る
の
が
朝
の
日
課
で
、

コ
ー
ヒ
ー
好
き
の
妻
も
「
あ

な
た
の
淹
れ
た
コ
ー
ヒ
ー
を

飲
ん
だ
ら
喫
茶
店
の
コ
ー
ヒ

ー
が
飲
め
な
く
な
っ
た
」
と

言
っ
て
く
れ
る
。

　

コ
ー
ヒ
ー
好
き
の
方
は
是

非
毎
回
コ
ー
ヒ
ー
ミ
ル
で
淹

れ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
挽
き

立
て
の
香
り
が
つ
か
の
間
の

幸
せ
を
演
出
し
て
く
れ
る
こ

と
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

私
の
一
日
は
、
一
杯
の
コ

ー
ヒ
ー
か
ら
始
ま
る
。
私
が

コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
だ
し
た
の

は
、
受
験
勉
強
で
徹
夜
を
し

て
い
た
中
学
３
年
生
の
時
で

あ
る
。

　

高
校
進
学
後
は
、
私
服
通

学
だ
っ
た
の
も
あ
り
、
友
人

の
真
似
を
し
て
学
校
帰
り
に

喫
茶
店
に
よ
く
行
っ
て
い
た
。

　

友
人
が
コ
ー
ヒ
ー
は
ブ
ラ

ッ
ク
に
限
る
と
い
う
の
で
、

そ
れ
ま
で
砂
糖
を
大
量
に
入

れ
て
飲
ん
で
い
た
の
が
恥
ず

か
し
く
な
っ
た
私
は
、
そ
れ

以
来
砂
糖
を
入
れ
る
の
を
止

め
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
か
ら
が
本
題

な
の
だ
が
、
ブ
ラ
ッ
ク
で
飲

み
だ
す
と
、
コ
ー
ヒ
ー
の
美

味
さ
が
鮮
明
に
な
っ
て
く
る
。

そ
れ
ま
で
は
大
人
び
た
感
じ

が
し
て
飲
ん
で
い
た
の
が
、コ

ー
ヒ
ー
の
味
に
目
覚
め
だ
し

た
私
は
、
家
で
も
イ
ン
ス
タ

ン
ト
コ
ー
ヒ
ー
は
飲
め
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
。そ
こ
で
コ

ー
ヒ
ー
メ
ー
カ
ー
を
購
入
し
、

朝
の
日
課

朝
の
日
課

札
幌
支
部　
お
さ
な
い
フ
ァ
ミ
リ
ー
歯
科　

長
内　
孝
雄

　今年は、親子一泊キャンプ旅行をグリーンステイ洞爺湖で開催します。
キャンプ場前方には洞爺湖が広がり、水辺で遊んだり、夜には洞爺湖
畔で打ち上げられる花火を見ながら、北海道の大自然が満喫できます。

▶日　時：8月5日（土）14時～6日（日）10時
▶場　所：グリーンステイ洞爺湖
▶定　員：50名（カーサイト）
▶対　象：会員、会員ご家族
▶参加費：2,500円（中学生以上）、1,500円（小学生）

※詳細・お申込みについては、後日郵送の全国保険医新聞6/25号に同
封するチラシをご確認ください。

親子一泊キャンプ旅行親子一泊キャンプ旅行

長
野
支
部
長
５
期
目
へ

２
０
２
３
年
度
札
幌
支
部
定
時
総
会

役　　職 氏　　　　名
支 部 長 長野　省五（医科・再任）
副支部長 菱川　法之（医科・再任）
副支部長 川中　政治（歯科・再任）
幹　　事 江上　公子（歯科・再任）
幹　　事 川瀬　千景（歯科・再任）
幹　　事 立花　　啓（医科・再任）
幹　　事 辻　　　哲（医科・再任）
幹　　事 西　　貞利（歯科・再任）
幹　　事 林　　明宏（歯科・再任）
幹　　事 堀田晴比古（医科・再任）
監　　事 大野　一典（医科・再任）
監　　事 長谷川裕久（歯科・再任）
議　　長 有賀　昭俊（医科・再任）
副 議 長 石田　哲彦（歯科・再任）

歯科スタッフセミナー
窓口業務の基礎を学んで日頃の疑問点を解決しましょう！

●日　時：7月22日（土）15時～17時
●講　師：北海道保険医会　歯科保険部役員
●参加費：無料
●対　象：職員（歯科医師もご参加できます）

下記より事前にお申し込みください
お申し込みＵＲＬまたはＱＲコード
��������������������������������������
�	����������������

当日はテキストとして「スタッフセミナー資料集　―窓口業務の基礎知識
―第10版」（2023年6月版）を使用します（会員の先生には7/5号の新
聞にて１冊無料で配布いたします。別途追加購入をご希望の方は1冊
1,000円で販売いたしますので、事務局までご連絡ください）。

申込締切：

7月14日㈮

Web開催
会員限定

G L 本 文 及 び
各種参考資料

　

本
会
新
聞
９
９
９
号
で
紹

介
し
た
「
医
療
情
報
シ
ス
テ

ム
の
安
全
管
理
に
関
す
る
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」（
Ｇ
Ｌ
）
の
第

６
・
０
版
が
、
ワ
ー
キ
ン
グ

グ
ル
ー
プ
で
の
議
論
を
経
て

厚
労
省
か
ら
発
出
さ
れ
た
。

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
原

則
義
務
化
や
医
療
分
野
等
に

対
す
る
サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
多

様
化
・
巧
妙
化
を
背
景
に
作

成
さ
れ
た
も
の
。

　

改
定
の
ポ
イ
ン
ト
は
①
Ｇ

Ｌ
本
文
を
概
説
編
、
経
営
管

理
編
、
企
画
管
理
編
及
び
シ

ス
テ
ム
運
用
編
に
分
け
、
各

編
を
Ｑ
＆
Ａ
等
の
参
考
資
料

で
補
足
②
外
部
委
託
、
外
部

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
関
す
る

整
理
③
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

に
関
す
る
考
え
方
の
整
理
④

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
導

入
に
必
要
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

機
器
等
の
安
全
管
理
措
置
等

に
つ
い
て
整
理
︱
の
４
つ
。

③
「
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の

考
え
方
の
整
理
」
で
は
何
も

信
頼
し
な
い
（
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い

環
境
ゆ
え
に
安
全
で
あ
る
な

ど
と
信
用
し
な
い
）
こ
と
を

前
提
に
対
策
を
講
じ
る
考
え

「
ゼ
ロ
ト
ラ
ス
ト
」が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。

　

医
療
法
施
行
規
則
が
４
月

か
ら
改
正
施
行
さ
れ
、
医
療

機
関
の
管
理
者
が
遵
守
す
べ

き
事
項
に「
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
の
確
保
に
お
い
て
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
」

が
追
加
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

対
策
の
た
め
に
今
回
の
Ｇ
Ｌ

の
参
照
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

措
置
が
追
加
さ
れ
た
こ
と
に

あ
わ
せ
、
医
療
法
第
25
条
第

１
項
の
規
定
に
基
づ
く
立
入

検
査
要
綱
の
項
目
に
は
、
サ

イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
確
保

の
た
め
の
取
組
み
状
況
が
組

み
込
ま
れ
る
。
Ｇ
Ｌ
発
出
時

点
で
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い

な
い
が
、
医
療
機
関
が
優
先

的
に
取
り
組
む
べ
き
事
項
に

つ
い
て
は
立
入
検
査
要
綱
の

中
で
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
が
示

さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。

　

詳
細
は
厚
労
省
の
Ｈ
Ｐ

（
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）か
ら
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

医療機関のサイバーセキュリティ確保

ガイドライン第６.０版が発出ガイドライン第６.０版が発出

▶
挨
拶
す
る
長
野
支
部
長
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【こんな時にお役に立ちます】

·サイバー攻撃を受けたことにより医療機関の個人情報が
漏えいし、該当者から損害賠償請求された

※�補償内容はプランによって異なります。詳細はパンフレットにてご確認
ください

情報漏えいやサイバー攻撃による事故により、
医療機関に生じた損害を補償する保険です

サイバープロテクターサイバープロテクター
（サイバー保険）（サイバー保険）

資料請求·お問合せ先：北海道保険医会 TEL 011-231-6281

モ
シ
モ
シ
フ
ォ
ン

理
事
会
だ
よ
り

︿
５
月
﹀

23
日　

第
２
回
理
事
会

27
日　

第
11
回
代
議
員
総
会

保
険
医
会
の
動
き

　

小
生
の
科
は
、
高
齢
の
患

者
さ
ん
が
多
く
、
高
齢
化
が

進
む
中
で
、
難
聴
の
方
が
増

え
て
い
る
。
補
聴
器
の
価
格

も
片
耳
10
︱
20
万
円
の
よ
う

で
、
ま
た
、
せ
っ
か
く
購
入

し
て
も
合
わ
な
い
と
使
っ
て

い
な
い
人
も
多
く
、
診
察
室

で
の
や
り
と
り
に
苦
労
す

る
。
大
き
な
声
を
出
す
と
診

察
室
の
外
ま
で
聞
こ
え
て
し

ま
い
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
守

れ
な
い
。

10
数
年
前
か
ら
、
手
作
り

の
小
型
メ
ガ
ホ
ン
を
使
っ
て

い
る
。
作
り
方
は
こ
う
だ
。

放
射
線
科
か
ら
胃
バ
リ
ウ
ム

検
査
で
使
う
紙
コ
ッ
プ
を
２

つ
も
ら
っ
て
く
る
。
２
つ
と

も
コ
ッ
プ
の
底
を
カ
ッ
タ
ー

か
ハ
サ
ミ
で
く
り
抜
く
。
綺

麗
に
底
全
部
を
く
り
抜
く
必

要
は
な
く
、
切
り
口
は
ギ
ザ

ギ
ザ
で
も
構
わ
な
い
。
底
の

大
部
分
が
く
り
抜
か
れ
て
い

れ
ば
良
い
。
く
り
抜
い
た
コ

ッ
プ
を
２
つ
、
底
の
方
を
丸

い
形
の
ま
ま
合
わ
せ
、
セ
ロ

テ
ー
プ
か
ビ
ニ
ー
ル
テ
ー
プ

で
密
着
さ
せ
る
。
こ
の
工
程

は
、
１
人
で
は
や
や
難
し
い

の
で
誰
か
に
コ
ッ
プ
を
持
っ

て
も
ら
い
、
テ
ー
プ
で
し
っ

か
り
く
っ
つ
け
る
。
こ
れ
で

完
成
で
あ
る
。

　

自
分
の
口
を
片
方
に
、
反

対
側
を
患
者
さ
ん
の
耳
（
で

き
れ
ば
聞
こ
え
の
い
い
方
）

に
あ
て
て
、
話
す
。
コ
ロ
ナ

禍
で
、
相
手
の
耳
に
口
を
近

づ
け
る
の
を
躊
躇
す
る
場
面

が
増
え
た
と
思
う
が
、
こ
れ

を
使
う
と
、
難
聴
の
方
と
、

一
定
の
距
離
を
保
っ
て
、
直

接
お
話
が
で
き
る
（
現
在
筆

談
に
な
っ
て
い
る
の
は
２

人
）。普
通
の
小
さ
な
紙
コ
ッ

プ
で
も
い
い
が
、
長
さ
が
足

ら
ず
効
果
を
感
じ
づ
ら
い
。

バ
リ
ウ
ム
コ
ッ
プ
２
つ
で
26

㎝
の
長
さ
と
、
口
や
耳
に
当

て
る
部
分
が
８
㎝
で
丁
度
い

い
よ
う
だ
。

　

よ
く
、
付
き
添
い
の
御
家

族
を
介
し
て
、
難
聴
の
患
者

さ
ん
の
問
診
を
行
な
っ
た
り
、

結
果
を
話
す
こ
と
が
あ
る
が
、

本
人
と
ダ
イ
レ
ク
ト
に
会
話

が
で
き
る
か
ど
う
か
は
、ス
ム

ー
ズ
な
診
察
に
欠
か
せ
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
２
年
前
、
途

中
が
蛇
腹
に
な
り
伸
び
縮
み

が
で
き
る
赤
い
ポ
リ
プ
ロ
ピ

レ
ン
製
の
「
も
し
も
し
フ
ォ

ン
」
な
る
も
の
を
、
新
た
に

我
が
病
院
に
赴
任
し
た
若
い

医
師
が
使
っ
て
い
る
の
を
目

撃
。
ネ
ッ
ト
で
見
る
と
１
４

０
０
円
ほ
ど
で
売
ら
れ
て
い

る
よ
う
だ
。
し
ま
っ
た
、
特

許
を
と
っ
て
お
く
の
だ
っ
た

と
一
瞬
思
っ
た
。
バ
リ
ウ
ム

コ
ッ
プ
１
個
の
値
段
は
20
円

で
断
然
安
い
。
最
近
は
、
病

棟
用
に
作
れ
と
看
護
師
さ
ん

に
言
わ
れ
、
何
個
も
作
っ
て

い
る
。
難
聴
の
入
院
患
者
さ

ん
に
は
そ
の
人
専
用
の
も
の

を
床
頭
台
に
置
い
て
お
く
。

　

コ
ロ
ナ
禍
を
通
じ
、
生
き

て
い
く
上
で
聞
こ
え
を
保
障

す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
さ
ら

に
強
く
感
じ
て
い
る
。
我
が

街
に
は
、
他
の
先
進
的
な
自

治
体
の
よ
う
な
補
聴
器
購
入

の
助
成
制
度
が
あ
ま
り
な
く
、

な
ん
と
か
な
ら
な
い
か
と
思

い
つ
つ
、
毎
日
こ
の
小
型
メ

ガ
ホ
ン
を
使
っ
て
い
る
。

（
宮
崎
）

■
第
２
回
理
事
会

日
時　

５
月
23
日（
火
）

場
所　
本
会
会
議
室（
ウ
ェ
ブ
）

協
議
事
項

①
６
月
度
の
主
な
活
動
に
つ

い
て

②
第
11
回
代
議
員
総
会
の
運

営
、
参
加
申
込
状
況
、
決

議
に
つ
い
て

③
保
団
連
第
３
回
代
議
員
会

の
発
言
通
告
テ
ー
マ
に
つ

い
て

④
第
52
回
保
団
連
夏
季
セ
ミ

ナ
ー
へ
の
参
加
に
つ
い
て

⑤
そ
の
他

渡
邊　

淳
先
生

３
月
23
日
ご
逝
去（
53
歳
）

依
田　

有
八
郎
先
生

４
月
22
日
ご
逝
去（
78
歳
）

藤
松　

光
正
先
生

５
月
4
日
ご
逝
去（
82
歳
）

謹
ん
で
ご
冥
福
を

お
祈
り
い
た
し
ま
す

　今号では会員から5月8日以降多くのご質問をいただいた外来診療の特
例(「電話や情報通信機器を用いた診療の特例」「新型コロナウイルス患者
への診療・療養指導の評価」)などを解説いたします。今後の保険診療およ
びレセプト請求の参考にしてください（2023年6月1日時点）。

１．電話や情報通信機器を用いた診療等における特例
　下記の点数は5月8日以降も継続されるが、7月31日をもって廃止される

５
／
８　

～
　

７
／
31

区　　分 診療行為名称 算定要件・点数 請求コード
A000―00

A001―00

A002―00

初診料（文書による
紹介がない患者の場
合）（初減）（特例）

電話等再診料（特例）

外来診療料（特例）

・電話等を用いた初診で診断や処方
を行った場合（214点）

・電話等を用いた再診で処方を行っ
た場合（再診料73点／外来診療料
74点）

・要件を満たせば乳幼児加算、時間
外等加算が算定可

111016150

112026750

112026850

B000―00 慢 性 疾 患 等 の 診 療
（特例）

「慢性疾患の診療」（147点/月1回）
対面診療でB000特定疾患療養管理
料等「情報通信機器を用いた場合」の
点数がある医学管理等を算定してい
た患者に対し、電話等を用いて指導
管理した場合に算定

113045650

B000―00 精神疾患の精神療法
（特例）

「精神疾患の診療」（147点/月1回）
対面診療でI002通院・在宅精神療法
を算定していた患者に対し、電話等
を用いて指導管理した場合に算定

180070750

※　2023年8月1日以降も、情報通信機器を用いた診療により診断や処方を行う場合
は、2023年7月31日までに「情報通信機器を用いた診療に係る施設基準」の届出を北
海道厚生局に行わなければならない。この場合、初診料（情報通信機器を用いた場合）
251点、再診料・外来診療料（情報通信機器を用いた場合）73点を算定できる。

２．受入患者を限定しないことを公表している「外来対応医療機関」
①受入患者を限定しないことを公表している「外来対応医療機関」（診療・検査医療機関

を含む）であって、新型コロナウイルス感染症患者（疑いを含む）に対し、必要な感染
予防策を講じた上で外来診療を実施した場合は、「院内トリアージ実施料」の届出が
ない場合であっても「院内トリアージ実施料」（３００点）を、初診・再診や受診の時間
帯を問わず算定できる。
５
／
８～

区　　分 診療行為名称 点数 請求コード
B000―00 特定疾患療養管理料（100床未満の病院）（特例） 300 113045450

②上記300点は、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料等、初
再診料が包括されている医学管理料を算定している患者であっても別途算定ができ
る。

３． 受入患者を限定しないことを公表している「外来対応医療機関」を除く、
全ての医療機関

①受入患者を限定しないことを公表している「外来対応医療機関」を除く全ての医療機
関において、新型コロナウイルス感染症患者（疑いを含む）に対し、必要な感染予防策
を講じた上で外来診療を実施する場合は、B000の2「許可病床数100床未満の病院の
147点」を初診・再診や受診の時間帯を問わず、算定できる。
５
／
８～

区　　分 診療行為名称 点数 請求コード
B000―00 特定疾患療養管理料（100床未満の病院）（特例） 147 113045450

②当該点数は病院・診療所を問わず算定できる。また、小児かかりつけ診療料など再診
料が包括されている医学管理料を算定している患者であっても別途算定ができる。

４． コロナ陽性患者への療養指導
①外来の新型コロナウイルス感染症患者に対し、家庭内の感染防止策や、重症化した場

合の対応等の療養上の指導を実施した場合にB000の2「許可病床数が100床未満の病
院の場合」の点数（147点）を、発症日（無症状病原体保有者の場合は検体採取日）から
起算して7日以内に限り算定できる。なお、指導内容の要点を診療録に記載すること。
５
／
８～

区　　分 診療行為名称 点数 請求コード
B000―00 特定疾患療養管理料（100床未満・療養指導）（特例） 147 113045550

②当該点数は、病院・診療所を問わず算定できる。また、上記の院内トリアージ実施料
（300点）もしくは「特定疾患療養管理料（100床未満の病院）（特例）113045450」
（147点）と併算定できる。

③当該点数は外来でのみ算定できるものであり、往診、訪問診療及び電話や情報通信機
器を用いた診療の場合は算定できない。

④小児科外来診療料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、生
活習慣病管理料、手術前医学管理料等を算定している点数であっても、別途算定できる。

⑤糖尿病など、特定疾患療養管理料の算定対象として別途厚生労働大臣が定める疾患
を主病とする患者に、治療計画に基づいて療養上必要な管理を行った場合は、「特定
疾患療養管理料（100床未満・療養指導）（特例）」とは別に、「特定疾患療養管理料（診
療所の場合月２回 225点）（100床未満の病院の場合月２回 147点）（100床以上の病
院の場合月２回 87点）が算定できる。

５． 新型コロナウイルスの検査に係る特例
①小児科外来診療料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、

生活習慣病管理料、手術前医学管理料を算定する患者に対し、下記の検査及び判断料を
出来高算定できる。なお、鼻腔・咽頭拭い液採取料は、包括される。また、微生物学的検査
判断料又は免疫学的検査判断料は月1回に限り算定できる点数であることに留意する。

ア　SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出、ウイルス・細菌核酸多項目同時検出（SARS-CoV-2
を含む）、SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出、SARS-CoV-2・RSウイルス核酸同時検出及び
SARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出（「SARS-CoV-2核酸検出等」）700点及び
微生物学的検査判断料150点
イ　SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）抗原検出、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時
検出、ARS-CoV-2・RSウイルス抗原同時検出及びSARS-CoV-2・インフルエンザウイルス・RSウイル
ス抗原同時検出（「SARS-CoV-2抗原検出等」）560点、420点、300点及び免疫学的検査判断料144点

②検査を実施した日時及び検査実施の理由等について、診療報酬明細書の摘要欄に記
載する。

（ ）

新型コロナウイルス感染症
（5月8日以降）の診療報酬特例

取扱代理店　合同会社 保険医サポート北海道　
　　　　　　引受保険会社 三井住友海上火災保険株式会社


